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道徳教育



１ 道徳教育 (1)戦前

学制（1872（明治５）年） ：「修身口授」
（ギョウギノサトシ）

教育令（1879（明治12）年）：修身科として筆頭科目へ

「教育ニ関スル勅語」
（1890（明治23）年） ：修身の理念が明確に



第二条

【小学校教則大綱（抄）（文部省令第11号）】

１ 道徳教育１ 道徳教育 (1)戦前

修身ハ教育ニ関スル 勅語ノ旨趣ニ基キ児童ノ良心ヲ啓培シテ其徳性ヲ
涵養シ人道実践ノ方法ヲ授クルヲ以テ要旨トス
尋常小学校ニ於テハ孝悌，友愛，仁慈，信実，礼敬，義勇，恭倹等実践

ノ方法ヲ授ケ殊ニ尊王愛国ノ志気ヲ養ハンコトヲ努メ又国家ニ対スル責務
ノ大要ヲ指示シ兼ネテ杜会ノ制裁廉耻ノ重ンスヘキコトヲ知ラシメ児童ヲ
誘キテ風俗品位ノ純正ニ趨カンコトニ注意スヘシ
高等小学校ニ於テハ前項ノ旨趣ヲ拡メテ陶治ノ巧ヲ堅固ナラシメンコト

ヲ努ムヘシ
女児ニ在リテハ殊ニ貞淑ノ美徳ヲ養ハンコトニ注意スヘシ
修身ヲ授クルニハ近易ノ俚諺及嘉言善行等ヲ例証シテ勧戒ヲ示シ教員身

自ラ児童ノ模範トナリ児童ヲシテ浸潤薫染セシメソコトヲ要ス



１ 道徳教育
１ 道徳教育 (2)教育課程に「道徳」を特設

「標準授業時数の在り方について」【文部科学省Webサイトより】



１ 道徳教育
１ 道徳教育 (3)道徳教育の充実

【教育基本法】（平成18年改正）

第二条（教育の目標）
教育は，その目的を実現するため，学問の自由を尊重しつつ，

次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一 幅広い知識と教養を身に付け，真理を求める態度を養い，
豊かな情操と道徳心を培うとともに，健やかな身体を養うこと。

（以下略）



１ 道徳教育
１ 道徳教育 (4)道徳の教科化への動き

【文部科学省Webサイトより】



１ 道徳教育
１ 道徳教育 (4)道徳の教科化への動き

＜道徳教育の目標＞
道徳教育は，教育基本法及び学校教育法に定められた教育の

根本精神に基づき，自己の生き方を考え，主体的な判断の下に
行動し，自立した人間として他者と共によりよく生きるための
基盤となる道徳性を養うことを目標とする。

＜「特別の教科 道徳」の目標＞
第１章総則の第１の２の (2) に示す道徳教育の目標に基づき，

よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うため，道徳的諸
価値についての理解を基に，自己を見つめ，物事を多面的・多
角的に考え，自己の生き方についての考えを深める学習を通し
て，道徳的な判断力，心情，実践意欲と態度を育てる。
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